
 

 

 



昭和３５年 ６月 広島市食肉中央卸売市場、現在の福島町二丁目において業務開始 

昭和４７年 ２月 国の「第一次中央卸売市場整備計画」公表、その中において新設市場（食肉） 

 の設置を決定 

昭和４７年 ４月 広島市中央卸売市場食肉市場に名称変更 

昭和５１年 ４月 国の「第二次中央卸売市場整備計画」公表 

昭和５６年 ３月 「食肉新設市場の建設に関する基本構想」の策定 

昭和５６年 ４月 国の「第三次中央卸売市場整備計画」公表 

昭和５８年１２月 「新食肉市場基本計画」の策定 

昭和６１年 ２月 広島市中央卸売市場開設運営協議会に新食肉市場の整備について諮問 

  （①市場施設の整備 ②市場機構等の整備） 

 同食肉部会施設小委員会及び取引小委員会の設置 

昭和６１年 ４月 国の「第四次中央卸売市場整備計画」公表 

平成 元年 ２月 広島市中央卸売市場開設運営協議会からの答申 

   ①市場施設の整備（施設の概要のとおり） 

   ②市場機構等の整備（全量上場せり取引への移行、仲卸制度の導入） 

平成 ２年 １月 建設工事着工 

平成 ４年 ３月 建設工事竣工 

平成 ４年 ４月 開場 

 総事業費 １６９億円（昭和５８年度～平成３年度） 

 

区  分 事業費 
財源内訳 

国庫補助金 起債 一般財源 

調査設計費 ３億円 １億円 ２億円 ― 

用 地 費 ５０億円 ― ５０億円 ― 

建 設 費 １１６億円 ３５億円 ８０億円 １億円 

合  計 １６９億円 ３６億円 13２億円 １億円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１０年度 食肉等衛生管理強化施設等の整備 

平成１３年度 ＢＳＥ対策に伴う冷蔵施設の整備 

平成１４年度 衛生対策の一環として大動物皮剥機械を改良（ダウンプーラーに改良） 

平成１５年度 部分肉加工所竣工 

平成１６年度 移動式と畜解体昇降作業台改良（１２台） 

平成１９年度 大動物ノッキングペン等と室改良（２基） 

平成２０年度 卸売場扉等改良工事 

平成２３年度 生体搬入車両消毒装置の設置 

平成２４年度 けい留バースミスト設備の新設 

平成２７年度 プラットホーム増築工事 

令和 ２年度 冷凍冷蔵設備改修工事 
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R７．4．1現在 



１ 敷地面積 全体      ５３，９８６㎡ 

・ 建物及び関連設備用地  １７，６０３㎡ 

・ 駐車場用地        ８，５４９㎡（収容可能台数 約３００台） 

・ 構内道路用地      １６，７６４㎡ 

・ 緑地用地        １１，００８㎡ 

２ 総延床面積 全体     ２３，５８３㎡（総建築面積 １６，４０４㎡） 

・ 本館棟         １７，３４５㎡（総建築面積 １２，３１４㎡） 

・ 管理棟          ３，５９２㎡（総建築面積  １，６７４㎡） 

・ 病畜棟            ３５２㎡（総建築面積    ３０６㎡） 

・ 廃棄物処理棟       １，０００㎡（総建築面積    ８８９㎡） 

・ 廃水処理棟          ３８５㎡（総建築面積    ８６４㎡） 

３ 施設の能力 

 施設名          大動物       小動物 

・ けい留施設        １６０頭      ５０４頭 

・ と畜施設（汚水処理能力） １６０頭／日    ７２０頭／日 

・ 保管冷蔵庫        ３７０頭      ２７５頭 

・ 冷却室          １９０頭      ８２０頭 

・ 下見室 小動物換算    ８２０頭 

・ 卸売場１，３８５㎡、仲卸売場１，８１０㎡、部分肉加工所７３９㎡ 

部分肉加工所処理頭数 大動物：１５頭／日、小動物：２５０頭／日 

・ 廃棄物焼却炉１，２００㎏／時（円筒回転・固定床複合炉６００㎏／時／２基 ＊休炉中） 

・ 廃水処理施設１，４００立方メートル／日（加圧浮上・回転円板接触方式） 

※ 上記施設面積の内訳は、主な施設の面積について掲載したものです。 

１ 所在地 広島市西区草津港一丁目１１番１号 

２ 業務開始年月日 昭和３５年６月１日（西区福島町二丁目２４番１号） 

３ 現市場の開場日 平成４年４月２０日（新設移転） 

４ 市場の開場時間 午前８時から午後 4時３０分まで 

５ と畜場の開場時間 午前８時３０分から午後 4時まで 

６ 販売時間 午前１０時から午後３時まで 

広島市中央卸売市場食肉市場は、私たちの食生活に欠かせない生鮮食料品である「安全で安心できる

食肉」を、国内から安定的に集荷し、公正な取引による適正価格で販売して、市民（消費者）のもとに

安定して供給することを目的としています。 

 



【組織図】 

■ 市長   副市長   経済観光局   中央卸売市場   食肉市場 

副市長 

経済観光局 

中央卸売市場 

食肉市場 

■ 食肉市場長     再任用職員 

会計年度指導員 

会計年度事務補助員 

  管理担当課長 課長補佐 主任技師 主 事 

   
(事)管理係長 主 査  

  (事)業務担当課長 課長補佐 主任技師 主 事 

    
(事)業務係長  食肉指導員 

   専 門 員   技 術 員  

   
  再任用職員 

      会計年度技術員 

      

      

 

【職員内訳】《 ５５人 》 R７．４．１現在 

■ 食肉市場長  １人      

■ 管理担当  １０人  ■ 業務担当  ４４人 

  課 長 １人    (事) 課 長 (１人) 

  課長補佐 １人    課長補佐 １人 

  主任技師 １人    専 門 員  ４人 

  主 査 １人    主任技師 

 

５人 

  主 事 １人    主 事 １人 

 再任用職員 １人    食肉指導員 ６人 

 会計年度指導員 ３人    技 術 員  １９人 

 会計年度事務補助員 １人    再任用職員 ４人 

      会計年度技術員 ４人 

         

         

         

         

        

         

 

 



 ■ 管理担当 

  ・ 食肉市場及びと畜場の経営に関する調査及び企画に関すること。 

  ・ 食肉市場及びと畜場整備事業の計画及び実施に関すること。 

  ・ 食肉市場及びと畜場の施設及び構内地の維持管理に関すること。 

  ・ 食肉市場の施設の使用等に係る協定に関すること。 

  ・ と畜場の施設の使用に関する許可及びその許可に関する指示、制限その他の措置に関するこ

と。 

・ 食肉市場の関係業者の市場業務に係る指導監督に関すること。 

  ・ 食肉市場の関係業者の要望の処理並びに連絡調整に関すること。 

  ・ 食肉市場の業務の調査、統計及び報告に関すること。 

  ・ 食肉市場の関係業者の業務及び財務に関する検査の補助に関すること。 

・ 取扱品の集荷及び分荷の指導又はあっせんに関すること。 

  ・ 取扱品の価格及び入荷量の公表に関すること。 

  ・ 冷蔵庫の運営に関すること。 

  ・ 食肉市場の庶務に関すること。 

 

 ■ 業務担当 

  ・ 獣畜の処理に関すること。 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  開  設  者 ・・・・・ 広島市 

       市場施設の維持管理を行い、卸売業者・仲卸業者・売買参加者が正しい取引をするよ

う、指導・監督する。 

  卸売業者  ・・・・・ 集荷・販売代行機関 

       全国各地の生産者から、販売を委託され、生鮮食料品等をせり売りまたは相対取引に

より、仲卸業者や売買参加者に卸売する。 

  仲卸業者  ・・・・・ 評価・分荷機関 

       常に、生鮮食料品等の生産量や需要量を調べ、卸売業者が行う卸売に参加して値段を

決め、卸売業者から買い取った品物を市場内の店舗で仕分けして、売買参加者や買受人

に販売する。 

       短時間で、多種大量の生鮮食料品を処理するために必要な機関である。 

  売買参加者 ・・・・・ 評価・小売機関 

       仲卸業者と同様に、卸売業者が行う卸売に参加する資格を持つ、小売商や加工業者等。 

  関連事業者 ・・・・・ 市場利用者へのサービス機関 

       市場内で、つけ物・菓子・日用雑貨などの卸売をする店舗・銀行・食堂等。 

  買 出 人 ・・・・・ 小売機関 

       仲卸業者や関連事業者から、必要な品物を仕入れ、一般消費者に販売する小売商や飲 

食店等。 

 



１ 施設の整備目的 

と畜・解体から枝肉、部分肉に至るまでの工程を、一貫して外気に触れることなく、効率的な加

工体制づくりが図れることを目的として同施設を整備しました。 

２ 施設の概要 

（１） 設置場所 広島市中央卸売市場食肉市場本館棟内 

（２） 施設規模 

ア 総延床面積 

７３９㎡（１階床面積：５０３㎡、２階床面積：２３６㎡） 

イ 構造 

鉄骨鉄筋コンクリート造（一部２階建） 

ウ 基準加工処理能力 

・牛枝肉： １５頭 （８時間／日） 

・豚枝肉：２５０頭 （８時間／日） 

３ 設備の概要 

（１）加工設備 

ア 加工室（牛） 

室温を１０℃に設定し、内壁は全て防塵、防カビ加工としています。 

また、吊脱骨システムを採用し、脱骨・整形・真空包装を行います。 

イ 加工室（豚） 

室温を１０℃に設定し、内壁は全て防塵、防カビ加工としています。 

また、オン・レールによる分割後、脱骨・整形・真空包装を行います。 

（２） 計量梱包設備 

室温を１５℃に設定し、金属探知・計量・箱詰・梱包を行います。 

（３） 製品冷蔵保管設備（牛、豚共用） 

保管温度は、０℃前後のチルド状態で保存するため、０℃～－５℃までの冷却が可能な

設備です。 

（４） 衛生関連設備 

加工室内は、空気中の浮遊塵埃を制御し、従事者出入口にはエアーシャワー室を、また、

各作業場出入口にはエアーカーテン・踏込消毒槽を整備するとともに、ナイフ殺菌保管庫・

まな板消毒槽・ナイフ消毒槽を設置しています｡ 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

「広島牛」として流通するのは、日本

食肉格付協会が格付けする肉質等級 4

以上で、かつ最も長い期間広島県内で

飼養された黒毛和種肥育牛肉に限られ

ています。当市場では、広島牛の特産

化を促進するとともに、生産者の技術

向上や生産意欲の高揚を図るため、定

期的に共励会等が開催されており、付

加価値が高く、安全で衛生性の高い食

肉を供給しています。 



 

 

 

新白島 


